
C ．豊 か な 生 活

安 心 ・安 全

関係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ィ ． 税 制 改 革　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、

（1）人間力戦略 財務省 ・総 ・平成1 5年度税制改正に 第1 5 6 回国会に、平成 1 ①第1 5 6回国会において
（高齢者、女性、若者等 務省 ・内閣 おいて、認定N P O 法人制 5 年度税制改正法案を提 平成1 5 年度税制改正法案

が、ともに社会を支える制 府 ・経済産 度におけるパブリックサ 出。 の年度内成立を図る。法案
度の整備） 業省 ・文部 ポート等の認定要件を緩和 の成立 ・施行にあたって
N P d 活動促進のための、 科学省 ・環 するとともに、認定N P O は、新しい制度が国民に利
現行N P O 税制の認定要件 境省 ・厚生 法人についてみなし寄附金 用されるよう政府広報等の
の見直しを検討する。 労働省 ・国

土交通省
制度の導入を実施すること
としている。

手段によりPR ・情報提供を
行う。

（4 ）産業発掘戦略 財務省 ・総 ・平成1 5年度税制改正に 第1 5 6 回国会に 　ヾ平成 1 （D第1 5 6回国会において
（環境産業の活性化）－ 務省 ・経済 おいては、再商品化設備等 5年度税制改正法案を提 平成1 5 年度税制改正法案

環境投資促進税制措置の見 産業省 ・環 の特別償却制度の見直し、 出。 の年度内成立を図る。法案
直しを検討する。 境省 ・国土

交通省
低公害車等に係る自動車税
のグリーン化及び自動車取
得税の軽減等の見直し・延
長を行うこととしている。

の成立 ・施行にあたって
は、新しい制度が国民に利
用されるよう政府広報等の
手段によりPR ・情報提供を
行う。
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●　　　　　　　　　　●

関係府省は、．地球温暖化対
策を進める観点から、低公
害車‥…・の開発・普及に係
る民間企業の取り組みを促
進し、新たな需要や産業の
創出を円滑化する。

経済産業省 クリ」ンエネルギー自動車を含

禁筈戸君謎手芸監孟覿
るため、平成14年度に引き続
き、平成15年度も以下の施策
を実施する。
（予算措置）
・天然ガス自動車、ハイブリッ
ド自動車等のクリーンエネル
ギー自動車の導入に対する補
助、天然ガス等の燃料等供給施
設の設置に対する補助を実施。
（平成15年度予算案：154

億円）
・大型ディーゼル壷に代替する
次世代低公害車の技術開発を推
進。（平成15年度予算案：1
0億円）
（税制措置等）
・低公害車に係る自動車税のグ
リーン化及び自動車取得税の軽
減、天然ガス等の燃料等供給施
設に係る固定資産税の軽減等の
税制措置を実施。（平成15年
度より、L PG自動車、燃料電
池自動車、水素供給施設を新た
に対象に追加。）
・平成15年度より、新たに低
PM車に係る自動車取得税の軽
減措置を創設。
・低公害車の導入に対し、日本
政策投資銀行等の政府系金融機
関による低利融資を実施。

自動車メーカーによる車
桂拡大努力や、政府の普及
支援策等により、クリーン
エネルギー自動車を含む低
公害車の普及台数は着実に
増加。（平成14年3月未：
217万台　→　平成14年9月
末（暫定）：323万台）

・今後とも、これらの施策
を実施することにより、自
動車メーカーの一層の技術
開発や、ユーザーへの普及
拡大を促し、我が国自動車
産業の国際競争力の強化に
寄与することを期待。

①
予算措置については、平成
15年度予算案が第156国会で
成立予定。また、税制措置
については、地方税法改正
案が第156国会で制定予定。

②、③
低公害車の開発・普及に係
る施策内容を自動車メー
カー、ユーザーに対しPR
を実施。

政策目標C基本方針2002（経済活性化戦略） Page2



口

関係府省は、平成15年度か
ら健康寿命の増進のための
医療、健康、バイオテクノロ
ジーの科学技術予算等の重
点化を図る。

経済産業省 研究開発の成果が迅速に
事業化に結びつき、産業競
争力強化に直結し経済活性
化に資する研究開発プロ
ジェクトを加速的に推進す
るため、平成14年度補正
予算として以下の事業を実
施。

●バイオ・lT融合棲器
開発プロジェクト

（12．1億）
●糖鎖エンジニアリングプ
ロジェクト

（10．8億）

また平成15年度政府原
案では、平成14年度から
策定したr健康維持・増進
のためのバイオテクノロ
ジー基盤研究プログラ
ム」、r健康寿命延伸のた
めの医療福祉機器高度化プ
ログラム」にそれぞれ13
0億円、31億円を配分。

・研究開発成果が実用化に直
結するような経済活性化の
プロジェクトの創設と既存
プロジェクトの徹底した見
直しを実施し平成15年度予
算案を作成。

研究開発につし ＼て、目標の
達成に向けた着実かつ効率
的な実施。

第156回国会会期末
平成15年度新規プロジェ
クトについて、NEDOに
対し研究開発資金の交付を
行い、NEDOにおいて研
究開発実施者の公募、採択
及び契約を行う。
②平成15年末及び（諺それ以
降
継続して研究開発を着実に
実施。
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●　　　　　　　　　　●

総合科学技術会議は、関係経済産業省 ・H 1 5年度予算要求にお 二・1 ＿5年度政府予算案　 5 ③平成1 6年度予算要求に
府省と協力して、基礎研究 いて増額要求。 2 ．8 億円 おいて増額の予定。
を重視するとともに、科学 ・プログラムオフィサーの ・優れた研究成果が得ら 独立行政法人化後、機構
研究費補助金等の競争的資 設置等制度の見直し。 れ、かつ発展の見込まれる 定員上のプログラムオフイ
金の割合を拡大する。ま 課題を継続するため、2 年 サーを設置予定。
た、競争的資金の成果につ

いて厳正な評価を行うな
ど、制度改革を推進する。

聞延長を可能とした。 ②③総合科学技術会議の議
論等を踏まえて、制度の見
直しを検討。

・総合科学技術会議は、開総合科学技 ・経済産業省においては、

平成15年度予算

・引き続き、経済活性化の （診平成15年末及び③それ以
係府省と協力し、高信頼ソ術会議 （1）研究開発が実用化に直結 ための研究開発プロジェク 降
フトウエア基盤開発プログ関係府省 するような経済活性化のた トの着実な実施が重要。 ・引き続き、経済活性化の
ラム、次世代半導体技術等 めの研究開発プロジェクト 政府原案及び平 ・「産業発掘戦略」 （平成 ための研究開発プロジェク
次代の産業基盤を構築する （フォーカス2 1）を創設 成14年度補正予 14年12月内閣官房策定）を ト等の真に政策的意義の高
プロジェクトペースの研究 し、平成1 5年度予算政府 算に反映。

・環境・エネルギー

踏まえて、研究開発プロ いプロジェクトを選定する
開発を推進する。 原案において、367億円を重 ジェクトを実施することが とともに、 「産業発掘戦
・総合科学技術会議、関係 点投入。また、平成14年度 重要。 時」を踏まえ、研究開発プ
府省が協力して、半導体微 補正予算として、一部プロ ・情報家電・ブロードバン ロジェクトの効果的・効率
細加工技術、燃料電池やマ ジェクトを前倒し実施 （総 ド・IT 的な実施を着実に行う。
イクロ電池、超微細製造技 額65億円）。 ・健康・バイオテクノロ

ジー術、光技術等ナノテク、 I （2）国の研究開発投資をライ
T 等を応用した基盤的技術 フサイエンス等の重点4 分 ・ナノテクノロジー・材料
の開発や普及を産学官で重 野に戦略的に重点化すると の4分野について平成14年
点的に推進する。 ともに、効果的・効率的に

推進することを目的とし
て、個々の技術開発プロ
ジェクトを大括り化し、技
術開発の具体的な目標設定
と成果の市場化までの道筋
を示した19のイプログラ
ム」による一元管理を実
施。

12月に 「産業発掘戦略」を
策定。
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●　　　　　　　　　　　●
なお、プログラムについ

ては、平成15年度予算政府
原案において19プログラム
全体で1325億円を投入。

総務省及び関係省庁は、平 経済産業省 ・高安全かつ高信頼な高度情 ・研究開発成果が実用化に直 ・研究開発について、目標の ①第156回国会会期末
成17年度までに世界最高水 報通信ネットワーク社会の 結するような経済活性化の 達成に向けた着実かつ効率 ・NEDOを通じ研究開発の実施
準の高度情報通信ネット 構築に向け、その基盤的技 プロジェクトの創設と既存 的な実施。 主体を決定。

（診平成15年末
ワークを形成し、安全性 ・ 術となるデバイス技術やソ プロジェクトの徹底した見
信頼性を推進する。 フトウエア技術及びネット 直しを実施し平成15年度予

ワークの高度化による恩恵 算案を作成 （事業は 1 5年 ③それ以降
を最大限に享受することを 度のものであるため、今現 ・決定された者による研究開
可能とするディスプレイ技 在具体的な成果を書くこと 発の実施。
術に関する研究開発につい

て、平成15年度予算案を作
成。
○次世代半導体デバイスプ

ロセス等基盤プログラム
【H15年度予算案141億円】

○情報通信基盤高度化プロ
グラム 【H15年度予算案47億

円】
○情報通信基盤ソフトウエ
ア開発推進プログラム 【H15
年度予算案65億円】
○次世代ディスプレイ技術
開発プログラム 【‖15年度予
算案35億円】

は不能）。 ・事業終了後、当該事業につ

いて評価を実施。
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総務省及び関係府省は、第 経済産業省 ・誰でも場所や時間の制約をt・研究開発成果が実用化に直 ・研究開発について、目標の （訂第156回国会会期末
4 世代移動通信システムな 受けないでネットワークを 結するような経済活性化の 達成に向けた着実かつ効率 ・NEDOを通 じ研究開発の実施
ど、どこでも型、移動型の 通じたサービスを利用でき プロジェク トの創設と既存 的な実施。 主体を決定。

（診平成15年末

次世代 I T の産学官研究開 る環境の構築を目指し、そ プロジェクトの徹底した見
発を推進する。 の基盤的技術となるデバイ 直しを実施し平成15年度予

ス技術やソフ トウエア技術 算案を作成 （事業は 1 5 年 ③それ以降
及びネットワークの高度化 度のものであるため、今現 ・決定された者による研究開
による恩恵を最大限に享受 在具体的な成果を書くこと 発の実施。
することを可能とするディ

スプレイ技術に関する研究
開発について、平成15年度
予算案を作成。
○次世代半導体デバイスプ

ロセス等基盤プログラム
【H15年度予算案141億円】

○情報通信基盤高度化プロ
グラム 【H15年度予算案47億
円】
○情報通信基盤ソフ トウエ
ア開発推進プログラム 【H15
年度予算案65億円】
○次世代ディスプレイ技術
開発プログラム 【H15年度予
算案35億円】

は不能）。 ・事業終了後、当該事業につ

いて評価を実施。

「循環型社会形成推進基本 経済産業省 ・平成14年6月に産業構造審 ・昨年10月に産業構造審議 （り平成15年4月頃を目途に環
計画」を平成 1 4 年度末ま 議会において 「循環ビジネ 会に産業と環境小委員会を 境経営の促進のあり方等に
でに策定し、関係府省は、 スの自律的発展を目指し 設置し、本年4月頃を目途に ついて産業構造審議会にて
循環型社会に対応した新た て」をとりまとめた。 環境経営のあり方等につい 取りまとめを行う。
なライフスタイル、ビジネ ・平成14年10月に産業構造 て取りまとめを行う予定で
ススタイルの普及を推進す 審議会に産業と環境小委員 あり、成果は今後出してい
ること等により、静脈産業

の育成、グリーン物品の市
場拡大等を図る。

会を設置。 くもの。
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関係府省は、廃棄物・リサ
イクル処理などの環境技術
の実用化に向けた研究開発
等を進めることにより、経
済活動の環境への負荷を低
減し、環境セクターを創出
し、拡大する。また、関係
府省は、自動車リサイクル
制度の創設や、各種リサイ
クル法の着実な実施など循
環型社会の構築に向けた取
組みを推進する。

経済産業省 ログラムやエコタ
ウン事業に基づき、技術開
発やリサイクル関連施設の
整備を行った。
・第154回国会におい
て、自動車リサイクル法が
成立し、第一段階の規程が
施行（平成15年1月）さ
れたところ。
・家電リサイクル法におい
ては、昨年産業構造審議会
を開催して、電気冷凍庫の
追加や断熱材フロン対策に
ついて審議を行ったとこ
ろ。
※3Rプログラム：
環境と経済の統合された循環型

経済システムの構築を目的とし、
3R対策を講じる必要性の高い自
動車や家電分野を中心とした実用
化技術開発

・エコタウン事業において
17地域を承認、28施設
を整備。

ログラムやエ
コタウン事業に基づき、技
術開発やリサイクル関連施
設の整備を引き続き行う。
③平成16年末を目途に自
動車リサイクル法を本格施
行する予定。
②家電リサイクル法関係政
省令の改正。
②資源有効利用促進法にお
ける対象業種・製品の見直
し等について産業構造審議
会にて検討を行う。
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●　　　　　　　　　　　●

燃料電池については、内閣
官房及び関係府省は、平成
17年を目途に安全性の確
保を前提としつつ、包括的な
規制の再点検を行う。また、
関係府省は、燃料電池自動
車、住宅用燃料電池の開
発・普及を推進する。

経済産業省 斗電池自動車、住宅用等
定置用燃料電池の開発・普及
を推進するため、平成15年度
燃料電池関連予算案において
前年度比約87億円にあたる
約307億円を計上したところ。
・燃料電池の初期段階の普及
が円滑に進むよう内閣官房に
設置された「燃料電池実用化
に関する関係省庁連絡会議」
において、昨年10月に安全性
の確保を前提とした規制の再
点検スケジュール等をとりまめ
た。

・昨年10月、包括的な規制の
再点検をとりまとめたことを受
けて、昨年12月2日には当省
を含め政府全体で5台の燃料
電池自動車の率先導入を世
界に先駆けて行った。
・これにより、自動車メーカー
による技術開発の加速化を促
すとともに、我が国が燃料電
池の実用化・普及に向け、積
極的な取り組みを行っているこ
とを国内外に発信することが
できた。

・燃料電池の基本性能の向上
高効率化、低コスト化、耐久性

宗蒜燃料供給右ラ燃料開発と燃料供給

・基準、標準等のソフトインフラ
の整備（規制の見直しを含む）
・社会的受容性の向上
など

①燃料電池自動車、住宅用等
定置用燃料電池の開発、普及
を促進するため、産学官の適
切な役割の下、戦略的技術開
発、実証試験、基準・標準等
整備事業、普及啓発等の関連
施策の強化を図る。
②民間が行う水素の安全対策
技術の開発を支援し、規制の
再点検プロセスに貢献するこ
とを目指す。
③関係省庁連絡会議に定めら
れた包括的な規制の再点検
のスケジュールに沿って、平成
17年を目途に検討を着実に
進めていく。

総合科学技術会議は、関係
府省と協力して、基礎研究
を重視するとともに、科学
研究費補助金等の競争的資
金の割合を拡大する。ま
た、競争的資金の成果につ
いて厳正な評価を行うな
ど、制度改革を推進する。

経済産業省 ・H15年度予算要求にお
いて増額要求。
・プログラムオフィサーの
設置等制度の見直し。

・15年度政府予算案　5
2．8億円
・優れた研究成果が得ら
れ、かつ発展の見込まれる
課題を継続するため、2年
間延長を可能とした。

平成16年度予算要求に
おいて増額の予定。
②独立行政法人化後、機構
定員上のプログラムオフィ
サーを設置予定。
（β③総合科学技術会議の議
論等を踏まえて、制度の見
直しを検討。
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経済産業省は、引き続き電 経済産業 我が国電気事業制度の在り 電力・ガス事業制度改革につい 電気事業分科会及び都市熟 ＜電気＞
力 ・ガスの公平かつ透明性 省、公正取 方については、平成 1 3 年 ては、エネルギーの安定供給の エネルギー部会の報告書に ・平成16年
の高い供給システムを実現 引委員会 1 1 月より総合資源エネル 確保と環境への適合を図り、こ 基づき、詳細な制度設計に 現行制度の下で、500kW以上の

するため、小売の自由化範
囲の拡大などの規制改革の

ギー調査会電気事業分科会
を開催し、また、ガス事業

れらの政策目的を十分考慮しつ

つ、経済構造改革を推進するこ
とが重要との結論に透したとこ
ろ。
具体的には、
（D電力の広域的な流通の円滑化
のための環境整備

取り組む。 高圧需要家まで電力小売自由化
範囲拡大

・平成17年
新制度の下で、50kW以上の全て
の高圧需要家まで電力小売自由
化範囲拡大

・平成19年

徹底を図る。また、経済産
業省及び公正取引委員会は
引き続き協力して公正な競
争環境の整備を図る。

制度の在り方については、
平成 1 4 年 9 月より　同調査
会都市熟エネルギー部会を
開催し、幅広く御審議いた
だいたところであり、それ ②公平性 ・透明性確保による 全面自由化について、その適否
ぞれ本年 2 月に答申が取 り ネットワーク管理部門の発電事 も含め、検討開始予定
まとめられ、大臣に報告が 業者等に対する調整機能の確保 ＜ガス＞
なされた。 ③特に翠力について、発送配販 ・平成16年

また、同分科会及び同部会
には公正取引委員会も参加
する等、電気事業分野及び
ガス事業分野における公正
な競争を促進する観点か
ら、経済産業省と公正取引
委員会は必要な連携を図っ
ている。

の一貫体制の維持や卸電力市場
の整備など、原子力を含む安定
的な電源開発の推進のための環
境整備等
④ガスについては、導管網の円
滑な整備を促進するための環境
整備と有効利用のための仕組み
の充実、市場活性化を図るため
の大口供給 ・卸供給に係る規則
の見直し等
を図りつつ、これらの結果、安
定供給や環境への適合が図られ
る範囲内で小売自由化範囲拡大
を進めていくことが適当である
との結論を得た。

新制度の下で、年間使用量5 0
万m 3以上の需要家まで小売を
自由化

・平成19年
年間使用量1 0 万m 3以上の需
要家まで小売を自由化

「循環型社会形成推進基本 経済産業省 ・平成14年6月に産業構造審 ・昨年10月に産業構造審議 （D 平成15年4月頃を目途に環
計画」を平成 1 4 年度末君 議会において 「循環ビジネ 会に産業と環境小委員会を 境経営の促進のあり方等に
でに策定 し、関係府省は、 スの自律的発展を目指し 設置し、本年4月頃を目途に ついて産業構造審議会にて
循環型社会に対応した新た て」をとりまとめた。 環境経営のあり方等につい 取りまとめを行う。
なライフスタイル、ビジネ ・平成14年10月に産業構造 て取りまとめを行う予定で
ススタイ‾ルの普及を推進す 審議会に産業と環境小委員 あり、成果は今後出してい
ること等により、静脈産業

の育成、グリーン物品の市
場拡大等を図る。

会を設置。 くもの。
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関係府省は、．廃棄物 ・リサ 経済産業省 ・3 R プログラムやエコタ　ノ・エコタウン事業において ①②③ 3 R プログラムやエ
イクル処理などの環境技術 ウン事業に基づき、技術開 1 7 地域を承認、 2 8 施設 コタウン事業に基づき、技
の実用化に向けた研究開発 発やリサイクル関連施設の を整備。 術開発やリサイクル関連施
等を進めることにより、経 整備を行った。 設の整備を引き続き行う。
済活動の環境への負荷を低 ・第 1 5 4 回国会におい ③平成 1 6 年末を目途に自
漉し、環境セクターを創出 て、自動車リサイクル法が 動車リサイクル法を本格施
し、拡大する。また、関係 成立し、第一段階の規程が 行する予定。
府省は、自動車リサイクル 施行 （平成 1 ち年 1 月）さ ②家電 リサイクル法関係政
制度の創設や、各種リサイ れたところ。 省令の改正。
クル法の着実な実施など循 ・家電リサイクル法におい ②資源有効利用促進法にお
環型社会の構築に向けた取 ては、昨年産業構造審議会 ける対象業種 ・製品の見直
組みを推進する。 を開催して、電気冷凍庫の

追加や断熱材フロン対策に

ついて審議を行ったとこ
ろ。
※3 R プログラム：
環境と経済の統合された循環型

経済システムの構築を目的とし、
3 R対策を講じる必要性の高い自
動車や家電分野を中心とした実用
化技術開発

し等について産業構造審議
会にて検討を行う。

燃料電池については、内閣 ニ経済産業省 ・燃料電池自動車、住宅用等 ・昨年10 月、包括的な規制の ・燃料電池の基本性能の向上 ①燃料電池自動車、住宅用等
官房及び関係府省は、平成 定置用燃料電池の開発・普及 再点検をとりまとめたことを受 高効率化、低コスト化、耐久性 定置用燃料電池の開発、普及
17 年を目途に安全性の確 を推進するため、平成15 年度 けて、昨年12月2 日には当省 の向上など を促進するため、産学官の適
保を前提としつつ、包括的な 燃料電池関連予算案においてを含め政府全体で5 台の燃料 ・燃料開発と燃料供給インフラ 切な役割の下、戦略的技術開
規制の再点検を行う。また、 前年度比約8 7億円にあたる 電池自動車の率先導入を世 の整備 発、実証試験、基準・標準等
関係府省は、燃料電池自動 約307 億円を計上したところ。界に先駆けて行った。 ・基準、標準等のソフトインフラ整備事秦、普及啓発等の関連
車、住宅用燃料電池の開 ・燃料電池の初期段階の普及 ・これにより、自動車メーカー の整備（規制の見直しを含む）施策の強化を図る。
発・普及を推進する。 が円滑に進むよう内閣官房に こよる技術開発の加速化を促 ・社会的受容性の向上 ②民間が行う水素の安全対策

設置された「燃料電池実用化 すとともに、我が国が燃料電 など 技術の開発を支援し、規制の
こ関する関係省庁連絡会議」 池の実用化・普及に向け、穣 再点検プロセスに貢献するこ
において、昨年10 月に安全性 極的な取り組みを行っているこ とを目指す。
の確保を前提とした規制の再 とを国内外に発信することが ③関係省庁連絡会議に定めら
点検スケジュール等をとりまめ
た。

できた。 れた包括的な規制の再点検

のスケジュールに沿って、平成
17年を目途に検討を着実に
進めていく。
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文部科学省、．経済産業省
は、関係府省と協力して、
平成14年度、日本の文化
の産業化を推進する。

省
文部科学省

・「コンテンツ流通促進検討会の
開催」　コンテンツ・ビジネスモ
デルの進化・発展を加速するため
に必要な方策を検討、平成14年
7月に報告書を取りまとめた。
・コンテンツファイナンス研究会
を設立し、信託関連法、商品ファ
ンド法の見直しなどにより、外部
資金の調達が容易となるような環
境整備について議論を行った。
（平成14年度中に提言とりまと

め）
・「コンテンツ海外流通促進機構
の設立」　著作権関係団体やコン
テンツ産業等が積極的に海外に事
業展開を図るとともに、海外にお
ける海賊版対策を講じていくため
の民間組織として、文化庁と経済
産業省が関係者に設立を呼びか
け、平成14年8月2日に設立。
本機構は平成14年4月に発足し
た知的財産全体の保護を促進する
民間組織である「国際知的財産保
護フォーラム」に参加している。

・放送番組等の作成等に係る下請
取引を規制対象に追加すること等
を柱とした「下請代金支払遅延等
防止法の一部を改正する法律案」
を第156回通常国会に提出。
・アニメーションにおけるモデル
契約の策定を行い、適切な契約を
励行した。
・「対中官民合同ミッション（平
成14年12月）」、「日中韓三
カ国コンテンツ産業シンポジウム
（14年12月）」、「日台ホッ
トライン（14年度立ち上げ）」
等において、中国、韓国、台湾の
コンテンツ担当部局に海賊版取締
り強化の働きかけを行った。

・コンテンツ産業においては、コ
ンテンツそのものの価値を創り出
す制作部門が流通及び消費段階に
おけるボトルネックにより「下請
化J L、必ずしも成果に応じたリ
ターンが得られない結果、優秀な
人材を確保し続けることができ
ず、本来のポテンシャルを発揮で
きない状況。
・アジアを中心に強い競争力を有
している我が国コンテンツは、海
賊版の横行により、正規版コンテ
ンツによる海外展開が困難な状
況。
コンテンツ産業の発展、国際競争
力強化は、コンテンツ産業自体の
付加価値増、雇用拡大のみなら
ず、観光、製造業等を含む我が国
の「ブランド価値」向上に資する
ものである。　こうした認識か
ら、コンテンツ産業の海外展開の
強化、東京映画祭等各種イベント
の有効活用により、「ジャパン・
ブランド」価値の向上を図る。

関係事業者に対し、取引関係に
ついてのアンケート、ヒアリング
等の実態調査を行う。
③総務省とも連携しつつ、アニメ
以外のモデル契約の策定を行う。
③コンテンツ海外流通促進機構等
民間団体や各企業において海賊版
対策、海外展開を促すため、コン
テンツの種類別に損害の実数推計
や侵害者の大まかな分布などの基
礎的なデータにつき、アジア地域
における我が国コンテンツの海賊
版に関する実態調査などを実施す
る。
⑨東京国際映画祭を頂点とする地
方を含む国内映像イベントの再
編・強化を図り、ブランドカの強
化、観光・製造業等他産業との連
携ヰ化を行う。
③国内コンテンツ産業による海外
展開を拡大するため、J ETRO
等も活用し、見本市機能の拡充、
海外進出等に対する支援策の創設
を図る。
（参イベント、見本市などの活用に
よるコンテンツ産業をコアとした
「ジャパンブランド」の確立を含
む総合的な海外展開支援策を講じ
る。
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関係府省は、平成14年度
から、人材育成、映像やコ
ンテンツの流通市場の構
築、知的財産権保護等の推
進を通じて、ゲームソフ
ト、アニメーション、放送
ソフト等コンテンツ産業を
育成する。

経済産業省 「コ ンテンツ流通促進検討会の
開催」t　コンテンツ・ビジネスモ
デルの進化・発展を加速するため
に必要な方策を検討、平成14年
7月に報告書を取りまとめた。
・コンテンツファイナンス研究会
を設立し、信託関連法、商品ファ
ンド法の見直しなどにより、外部
資金の調達が容易となるような環
境整備について議論を行った。
（平成14年度中に提言とりまと

め）
・「コンテンツ海外流通促進機構
の設立」　著作権関係団体やコン
テンツ産業等が積極的に海外に事
業展開を図るとともに、海外にお
ける海賊版対策を講じていくため
の民間組織として、文化庁と経済
産業省が関係者に設立を呼びか
け、平成14年8月2日に設立。
本機構は平成14年4月に発足し
た知的財産全体の保護を促進する
民間組織であるr国際知的財産保
護フォーラム」に参加している。
・コンテンツ制作基盤ツール等の
開発、プロデューサー・クリエイ
ターの発掘、育成のためのコンテ
ンツ制作プロジェクト支援を実施
（平成14年度）。

・放送番組等の作成等に係る下請
取引を規制対象に追加すること等
を柱とした「下請代金支払遅延等
防止法の一部を改正する法律案」
を第156回通常国会に提出。
・アニメーションにおけるモデル
契約の策定を行い、適切な契約を
励行した。
・「対中官民合同ミッション（平
成14年12月）」、「日中韓三
カ国コンテンツ産業シンポジウム
（14年12月）」、「日台ホッ
トライン（14年度立ち上げ）」
等において、中国、韓国、台湾の
コンテンツ担当部局に海賊版取締
り強化の働きかけを行った。
コンテンツ制作基盤ツール等の開
発、プロデューサー・クリエイ
ターの発掘、育成のためのコンテ
ンツ制作プロジェクト支援を実施
（平成14年度）。3DCGなど

高度な技術を活用した優れた作品
とともに、優秀なクリエーターを
創出した。

コンテンツ産業に
ものの価値を創り出す制作部門が流通及び消費

段階におけるボトルネックによりr下賄化j
し、必ずしも成果に応じたりターンが得られな

い結果、優秀な人材を確保し続けることができ
ず、本来のポテンシャルを発揮できない状況。
・アジアを中心に強い競争力を有している我が
国コンテンツは、海賊版の横行により、正規版
コンテンツによる海外展開が困難な状況。

・コンテンツ産業は、ひとつのコンテンツを
様々な形で戦鴫的に活用することにより、その
経済的価値が飛雇的に拡大する特賞がある。
こうした戦略的活用を行うためには、コンテン
ツ産業の足雇の撞化としてのクリエーターの育
成はもとより、関連法制（著作権法、契約法な
ど）、資金調達手法、海外との取引実務などの
知識・ノウハウといったプロデュース橡能を
もった人材（プロデューサー）が不可欠。

また、ブロードバンド時代の到来に向けてイ
ンフラ等の重篤が進みつつある一方、優れたク
リエーターのアイデアを実現する技術的ボトル
ネックにより、新しいコンテンツビジネスが進
展していない。
・こうした琵練の下、プロデュース機能の知
識・ノウハウを体系化するとともに、具体的な
人材育成手法を策定するとともに、技術的課題
への対応を図仇クリエーションがビジネスに
結びつき、クリエイターに利益が還元され、優
れたコンテンツが生み出され続ける環境を整備
することが重要。

関係事業者に対し、取引関係についてのアン
ケート、ヒアリング等の実態調査を行う。
（冨職務省とも連携しつつ、アニメ以外のモデル
契約の策定を行う。
⑨コンテンツ海外流通促進機構等民間団僻や各
企業において海賊版対策、海外展開を促すた
め、コンテンツの種類別に損害の実数推計や侵
害者の大まかな分布などの基鞄的なデータにつ
き、アジア地域における我が国コンテンツの海

賊版に関する実態調査などを実施する。
③プロデュース機能強化のための基盤整備を行
う。エンタテイメント関連法制、資金調達手
法、マーケティング手法、資金管理手法、海外
との取引の実務などを盛り込んだ具体的なプロ
デューサー育成のためのプログラムを策定する

とともに、実験的に当該プログラムをいくつか
の機関で実施し、さらにその評価を行う。

⑧ブロードバンドコンテンツの流通拡大を目指
すとともに、クリエーターの斬新なアイデアを
実現するため．配信技術、セキュリティ技術な
どブロードバンド事業参入の技術的課題につい
て制作支援、事業化支援を行う。

⑨スキルスタンダードの設定、国内表彰制度の
再幅などを含む体系だったクリエーション機能
竣化プログラムを策定する．
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関係府省は、地元自治体と
協力し、道路等利用を含
め、イベントやロケ等を通
じて、商店街の活性化及び
地域の観光振興を推進す
る。

経済産業省 市町村が策定する基本計画
に基づいて市町村、商店街
振興組合等が実施する様々
な事業に対して支援を実施
することにより、商店街を
含む地方の中心市街地の活
性化を促進し，特色ある地
方の再生を図ってきた。
①市町村、TMO、商店街
振興組合等が実施する各種
事業の支援策としての予算
の確保。
②中心市街地活性化関係8
府省庁が連携して大型閉鎖
店舗活用支援策の相談受付
を開始（10月1日～3月
未）。：相談件数（平成1
5年2月17日現在）3件
③大型店の迅速な出店や空
き店舗対策を促進し中心市
街地の商業活性化を図るた
めに中心市街地内における
大店立地法の簡素化を定め
た構造改革特別区域法が成
立（4月1日施行）。

中心市街地の活性化にかか
る基本計画の提出数が53
6市区町村（平成15年2
月17日現在）となり、ま
た、TMO構想、TMO計
画の認定数もそれぞれ、2
60、107となり各地域
における中心市街地活性化
の事業が本格化してきてい
る。

事業の本格化に伴い、各市
町村等からの事業支援に対
する要望が増加しており、
国においても更なる支援の
拡充が求められることが予
想される。

第156回国会会期末
平成15年度予算が成立

後速やかな執行を実施
市町村等の意向を踏まえ

た平成16年度予算要求
②平成15年末
市町村等の意向を踏まえ

た平成16年度予算要求
③それ以降
中心市街地活性化政策全

体の更なる拡充
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関係府省は、引き続き、
引、知的財産保護や標準化、競争
政策や投資にかかるルール作り
等、国際的ルール作りへ積極的な
貢献を行う。

経済産業省
外務省
総務省
公正取引委員
会
財務省
文部科学省

・新ラウンドにおけるルール策
定、自由化に責献すべく、非農産
品市場アクセス、アンチ・ダンピ
ングの規律強化、貿易と環境、貿
易と投資、貿易と競争など様々な
分野において、我が国としての提
案文書を提出してきたところ。
・2003年2月14～16日に
は、東京においてWTO非公式閣
僚会議を開催。経済産業省からは
平沼大臣が出席し、閣僚間での意
見交換を通じて、相互の問題意識
について理解を深めた。

・「コンテンツ海外流通促進機構
の設立」　著作権関係団体やコン
テンツ産業等が積極的に海外に事
業展開を図るとともに、海外にお
ける海賊版対策を講じていくため
の民間組織として、文化庁と経済
産業省が関係者に設立を呼びか
け、平成14年8月2日に設立。
本機構は平成14年4月に発足し
た知的財産全体の保護を促進する
民間組織である「国際知的財産保
護フォーラム」に参加している。
・権利者、コンテンツ制作者、提
供事業者の間における権利情報な
どのメタデータ交換インターフェ
イスを統一し、EDl化するため
の仕組みを開発するため、実地検
証を実施。

†WTO新ラウンドの交渉期限は
2005年1月1日となってお
り、現在交渉継続中。

・「対中官民合同ミッション（平
成14年12月）」、「日中韓三
カ国コンテンツ産業シンポジウム
（14年12月）」、「日台ホッ
トライン（14年度立ち上げ）」
等において、中臥韓国、台湾の
コンテンツ担当部烏に海賊版取締
り強化の働きかけを行った。
・権利者、コンテンツ制作者、提
供事業者の間における権利情報な
どのメタデータ交換インターフェ
イスを統一し、EDl化を実現。

・アジアを中心に強い競争力を有
している我が国コンテンツは、海
賊版の横行により、正規版コンテ
ンツによる海外展開が困難な状
況。
・ブロードバンド時代の到来に向
けてインフラ等の整備が進みつつ
ある中、不正コピー等の問題によ
り、新しいコンテンツビジネスが
立ち上がらない状況にある。

③各交渉分野ごとに定められた交
渉スケジュールに則り、実質的な
交渉を進めていく。
③我が国としては、既存の貿易
ルールの強化（アンチ・ダンピン
グ等）や新たなルールの策定（投
資ルール等）、諸外国の関税引き
下げ等に重点を置き、産業界の
ニーズに留意した戦略的交渉を実
施していく。

⑨コンテンツ海外流通促進機構等
民間団体や各企業において海賊版
対策、海外展開を促すため、コン
テンツの種類別に損害の実数推計
や侵害者の大まかな分布などの基
礎的なデータにつき、アジア地域
における我が国コンテンツの海賊
版に関する実態調査などを実施す
る。
③コンテンツ流通関連事業者（権
利団体、利用者、配信事業者）の
実態調査を行い、コンテンツED
Iの業務仕様を明らかとし、これ
に従ったシステム開発と実証実験
を行う。
③ブロードバンドに関する配信技
術、セキュリティ技術、高画質の
動画表現技術等の技術的課題の解
決に対して補助することによりコ
ンテンツ制作事業者によるブロー
ドバンド事業参入に対するボトル
ネックの解消を図る。
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総務省及び関．係府省は、平
成14年度中にアジア地域
におけるブロードバンド環
境整備の目標を明確化した
「アジア・ブロードバンド

計画」を策定するととも
に、アジア諸国との協働体
制を立ち上げ、官民の役割
分担等について検討を行
い、具体的な措置を盛り込
んだアクションプランを策
定する。

経済産業省
総務省
文化庁

・「コンテンツ海外流通促
進機構の設立」　著作権関
係団体やコンテンツ産業等
が積極的に海外に事業展開
を図るとともに、海外にお
ける海賊版対策を講じてい
くための民間組織として、
文化庁と経済産業省が関係
者に設立を呼びかけ、平成
14年8月2日に設立。本
機構は平成14年4月に発
足した知的財産全体の保護
を促進する民間組織である
r国際知的財産保護フォー
ラム」に参加している。
・権利者、コンテンツ制作
者、提供事業者の間におけ
る権利情報などのメタデー
タ交換インターフェイスを
統一し、EDl化するため
の仕組みを開発するため、
実地検証を実施。

・r対中官民合同ミッショ
ン（平成14年12
月）」、「日中韓三カ国コ
ンテンツ産業シンポジウム
（14年12月）」、「日

台ホットライン（14年度
立ち上げ）」等において、
中国、韓国、台湾のコンテ
ンツ担当部局に海賊版取締
り強化の働きかけを行っ
た。
・権利者、コンテンツ制作
者、提供事業者の間におけ
る権利情報などのメタデー
タ交換インターフェイスを
統一し、EDl化を実現。

・アジアを中心に強い競争
力を有している我が国コン
テンツは、海賊版の横行に
より、正規版コンテンツに
よる海外展開が困難な状
況。
・ブロードバンド時代の到
来に向けてインフラ等の整
備が進みつつある中、不正
コピー等の問題により、新
しいコンテンツビジネスが
立ち上がらない状況にあ
る。

コンテンツ海外流通促進機構等
民間団体や各企業において海賊版
対策、海外展開を促すため、コン
テンツの種類別に損害の実数推計
や侵害者の大まかな分布などの基
礎的なデータにつき、アジア地域
における我が国コンテンツの海賊
版に関する実態調査などを実施す
る。

⑧コンテンツ流通関連事業者（権
利団体、利用者、配信事業者）の
実態調査を行い、コンテンツED
Iの業務仕様を明らかとし、これ
に従ったシステム開発と実証実験
を行う。
③ブロードバンドに関する配信技
術、セキュリティ技術、高画質の
動画表現技術等の技術的課題の解
決に対して補助することによりコ
ンテンツ制作事業者によるブロー
ドバンド事業参入に対するボトル
ネックの解消を図る。
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ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

厚生労働省、経済産業省 経済産業 生活習慣病予防効果の高 健康診断の検査値 ・問診結 ①第156回国会会期末
は、平成 1 4 年度から、 】省、厚生労 い予防 ・健康管理の実現を 乗から構成される健康診断 「ホームヘルスケアモデル
T の活用による医療 ・健康 働省 目指し、現在実施されてい 情報データベースの試験的 事業」の公募を開始。
情報の提供や健康づくり支 る実際の健診情報の収集、 構築、及び健康診断情報の 「健康サービス産業創造研
援産業育成のための環境整 分析に必要な要素技術の開 分析システムの開発等を 究会」の中間報告書とりま
偏をする。 発を目的とし、健診情報を

活用した健康づくり支援シ

ステムの開発事業を実施し
た。
平成1 5年 1月より、新

たな健康サービス産業のあ
り方等を検討するための
「健康サービス産業創造研

究会」を開催し検討を開
始。

行った。 とめ。
（診平成15年末
事業を引き続き実施。
③それ以降
事業を引き続き実施。
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関係府省は、平成15年度か
ら健康寿命の増進のための
医療、健康、バイオテクノロ
ジーの科学技術予算等の重
点化を図る。

経済産業省 研究開発の成果が迅速に
事業化に結びつき、産業競
争力強化に直結し経済活性
化に資する研究開発プロ
ジェクトを加速的に推進す
るため、平成14年度補正
予算として以下の事業を実
施。

●バイオ・lT融合機器
開発プロジェクト

（12．1億）
●糖鎖エンジニアリングプ
ロジェクト

（10．8億）

また平成15年度政府原
案では、平成14年度から
策定した「健康維持・増進
のためのバイオテクノロ
ジー基盤研究プログラ
ム」、「健康寿命延伸のた
めの医療福祉機器高度化プ
ログラム」にそれぞれ13
0億円、31億円を配分。

・研究開発成果が実用化に直
結するような経済活性化の
プロジェクトの創設と既存
プロジェクトの徹底した見
直しを実施し平成15年度予
算案を作成。

・研究開発について、目標の
達成に向けた着実かつ効率
的な実施。

（D第156回国会会期末
平成15年度新規プロジェ
クトについて、NEDOに
対し研究開発資金の交付を
行い、NEDOにおいて研
究開発実施者の公募、採択
及び契約を行う。
（診平成15年末及び③それ以
降
継続して研究開発を着実に
実施。
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関係府省は、平成 1 4 年度 経済産業省 平成≠1 2 年度より、高齢 平成 1 4 年度末において 3 ①第156回国会会期末
から、障害者等がそれぞれ 者 ・障害者等が I T を活用 6 件の I T バ リアフリー棲 障害者等 I T バ リアフリー
の能力を発揮して然るべき して積極的かつ円滑に社会 器 ・システムの開発 ・実証 プロジェク トの公募を開
報酬がもらえる仕組みの検 参画セきる環境を整備する 実験が終了。併せて、障害 始。
討、使いやすい情報通信機 ため、情報バリアフリープ 者等の l T 利用を支援する ②平成15年末
器 ・サービスの開発 ・普及 ロジェクトとして、障害 ための技術者を養成するた 開発を引き続き実施。
などによる情報バ リアフ 者 ・高齢者等が利用しやす めの研修プログラムを作 ③それ以降
リー環境の整備、電子政府

の構築等の面で政府が障害
者をパイロット的に雇用す

る事業の創設等、障害者の
自立を支援する政策を具体
化する。

い I T 機器 （ハ＿－ドウェ

ア ・ソフトウェア ・周辺機
器等） ・システムの開発 ・
普及を促進し、累計で 3 6
件の開発事業を実施 してき
たところ。平成 1 4 年度に

ついては、8 1 件の応募が
あり、8 件の開発事業を採
択し、開発を実施したとこ
ろ。

成。 開発を引き続き実施。

総務省、厚生労働省、経済 経済産業省 ・まちづくりや生涯学習の分野 平成1 5年3月に、採択した1 3 ・平成1 4年度採択できなかった ③それ以降
産業省、国土交通省は連携
して、平成1－4年度から、情
報通信環境の高度化、地域

コミュニティ形成、ビジネ
ス環境整備、就業条件の確
保等を通じて、テ レワー
ク ・S O H O など多様な働
き方を支援する。

で、女性やシニアが中心となって 団体の成果発表会を行った。 分野のモデルを採択し、幅広い分 平成15年度においても事業を継続
行う市民活動及びこれらの活動を
支援する活動のうち、IT を活用
し地域雇用創出等に寄与するモデ
ルケースを選定し、活動の立ち上
げ、企業化を支援し、その成功事
例を他地域にも普及し、雇用創
出、高齢者社会への対応などを図
るF市民活動活性化モデル事業
（市民ベンチャー事業）』をス
タートさせた。
1 3団体を採択し、モデル事業並
びにその成果発表会を実施した。

野のモデルを啓発する。 して実施。
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●　　　　　　　　　　　●
総合科学技術会議は、関係
府省と協力して、基礎研究
を重視するとともに二科学
研究費補助金等の競争的資
金の割合を拡大する。ま
た、競争的資金の成果につ
いて厳正な評価を行うな
ど、制度改革を推進する。

経済産業省 ・H15年度予算要求にお
いて増額要求。
・プログラムオフィサーの
設置等制度の見直し。

・15年度政府予算案52．8
億円
・優れた研究成果が得ら
れ、かつ発展の見込まれる
課題を継続するため、2年
間延長を可能とした。

平成16年度予算要求に
おいて増額の予定。
（む独立行政法人化後、機構
定員上のプログラムオフィ
サーを設置予定。
②③総合科学技術会議の議
論等を踏まえて、制度の見
直しを検討。
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・総合科学技術会読は、関
係府省と協力し、高信頼ソ
フトウエア基盤開発プログ
ラム、次世代半導体技術等
次代の産業基盤を構築する
プロジェクトベースの研究
開発を推進する。
・総合科学技術会議、関係
府省が協力して、半導体微
細加工技術、燃料電池やマ
イクロ電池、超微細製造技
術、光技術等ナノテク、I
T等を応用した基盤的技術
の開発や普及を産学官で重
点的に推進する。

総合科学技
術会議
関係府省

・経済産業省においては、
川研究開発が実用化に直結
するような経済活性化のた
めの研究開発プロジェクト
（フォーカス21）を創設
し、平成15年度予算政府
原案において、367億円を重
点投入。また、平成14年度
補正予算として、一部プロ
ジェクトを前倒し実施（総
額65億円）。
（2）国の研究開発投資をライ
フサイエンス等の重点4分
野に戦略的に重点化すると
ともに、効果的・効率的に
推進することを目的とし
て、個々の技術開発プロ
ジェクトを大括り化し、技
術開発の具体的な目標設定
と成果の市場化までの道筋
を示した19の「プログラ
ム」による一元管理を実
施。

なお、プログラムについ
ては、平成15年度予算政府
原案において19プログラム
全体で1325億円を投入。

・情報家電・ブロードバン
ド・l T

・健康・バイオテクノロ
ジー
・ナノテクノロジー・材料
の4分野について平成14年
12月に「産業発掘戦略」を
策定。

・引き続き、一経済活性化の
ための研究開発プロジェク
トの着実な実施が重要。
・r産業発掘戦略」（平成
14年12月内閣官房策定）を
踏まえて、研究開発プロ
ジェクトを実施することが
重要。

平成15年末及び③それ以
降
・引き続き、経済活性化の
ための研究開発プロジェク
ト等の真に政策的意義の高
いプロジェクトを選定する
とともに、「産業発掘戦
略」を踏まえ、研究開発プ
ロジェクトの効果的・効率
的な実施を着実に行う。
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